
 寿都町 対話の場（第１回） 

次 第 

１．日時：2021年４月 14日（水）18：30～20：４0 

２．場所：寿都町総合文化センター ウイズコム 

３．次第： 

（１）挨拶 

・寿都町         町長 片岡 春雄 
・経済産業省  
首席エネルギー・地域政策統括調整官 
               小澤 典明 

（２）ファシリテーター挨拶等 

・ファシリテーター挨拶・自己紹介 
・対話の場のルールについて説明 

（３）ワークショップ（映像のみ公開） 

 ・地層処分について思うこと（ファシリテーターの進行に
よる対話・意見交換 途中休憩あり） 

 ・会則等に関する説明（事務局） 
・振り返り（公開） 

以 上 
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           寿都町対話の場会則（案）        

 

寿都町における「対話の場」の運営について、以下のとおり定める。 

 

（名称） 

第１条 この会の名称は、「寿都町対話の場」（以下、本会）とする。 

 

（目的） 

第２条 本会は、高レベル放射性廃棄物の地層処分事業（以下「地層処分事業」

という。）について、その仕組みや安全確保の考え方、文献調査の進捗

状況等の情報をもとに意見交換を行うこと、及び地域の将来ビジョン

に資する取り組みについて意見交換を行うこと、を通じ広く寿都町民

に地層処分事業等の理解を深めていただくことを目的とする。 

２ 本会は前項の目的の実現のため、会員の合議に基づき運営する。 

 

（活動） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

（１） 本会の活動内容等を町及び町民へ報告・情報提供すること。 

（２） 前条に掲げる議論を町の中でさらに拡大・展開するため、様々な活動を

企画すること。 

（３） その他本会の目的を達成するために必要と認められる活動。 

 

（組織） 

第４条 本会は、町の指名により選定された２０歳以上の町内在住者による 

２０名程度の会員をもって構成する。 

２ 会員は、お互いの意見を尊重し、穏健な運営に努める。 

３ 本会には、会員以外の者を出席させ、説明を求めることができる。 

 

（任期） 

第５条 会員の任期は、対話の場第１回開催の日より１年間とし、再任を妨げ

ない。 

２ 会員は、事故その他やむを得ない理由があるときは辞任することができ 

る。 

３ 会員に欠員がある場合は、補充することできる。 

 

（ファシリテーター等） 

第６条 本会には、主に進行役を務めるファシリテーターを参加させる。 

２ 本会には、説明、質疑応答等のため、原則、国及び原子力発電環境整備
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機構（以下「NUMO」という。）の職員を参加させる。 

３ 本会には、必要に応じて、オブザーバーを参加させることができる。 

 

（会員の権利と責務） 

第７条 会員は、本会において自由に発言することができる。ただし、発言は、

本会の目的、及び活動内容に資するものに限ることとし、詳細は別途

定める。 

 

（対話の場の公開） 

第８条 本会の運営にあたっては、会の透明性を確保するとともに、会員がそ

れぞれの立場を超えて相互に忌憚なく自由闊達な意見交換が行われる

ことに十分配慮する。 

 

（謝金） 

第９条 本会の開催に当たっては、会員に、「寿都町委員等の報酬及び費用弁償

条例」に準じて、謝金（交通費含む）を支払うことができる。 

  ２ 本会の開催に伴う会員の事故等に備え、損害保険を担保する。 

 

（事務局） 

第 10条 本会の運営を円滑に遂行するため、事務局を設置する。 

２ 事務局は NUMO が行い、運営に必要な経費については、NUMOが負担 

する。 

３ 寿都町は事務局である NUMOと連携し、協力する。 

４ その他本会の運営に必要な事項については、必要に応じて会員に諮る。 

   

附則 

この会則は令和 3 年〇月〇日から施行する。 
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